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ランクの振り分けについて（案） 

 

【４ランクの場合】 

案１－１ 平成 29 年全員協議会報告と同様の考え方（※）に基づき振り分けを行う。 

※１ 以下の考え方に基づくもの。 

イ 総合指数を順番に並べ、指数の差が比較的大きいところに着目する。 

ロ 各ランクにおける総合指数の分散度合いをできる限り小さくすることにも留

意する。 

 

案１－２ 案１－１と同様とするが、Ｂ・Ｃランクの振り分けも上記イの考え方に基づ

き行う。 

 

案２－１ 平成 29 年全員協議会報告と同様の考え方に基づきつつ、特にＡランクの振り

分けの際に、直近の地域別最低賃金額も考慮し、ランク間の逆転現象が生じること

のない（Ａランクで一番低い最賃額が、Ｂランク以下で一番高い最賃額を下回らな

い）ように配慮する。 

 

案２－２ ＡランクとＤランクの振り分けの際に、直近の地域別最低賃金額も考慮し、

ランク間の逆転現象が生じることのない（Ａ（Ｃ）ランクで一番低い最賃額が、Ｂ

（Ｄ）ランク以下で一番高い最賃額を下回らない）ように配慮し、Ｂ・Ｃランクの振

り分けに当たっては、分散に着目する。 

 

案２－３ Ａランクの振り分けの際に、直近の地域別最低賃金額も考慮し、ランク間の

逆転現象が生じることのない（Ａランクで一番低い最賃額が、Ｂランク以下で一番

高い最賃額を下回らない）ように配慮し、Ｂ～Ｄランクの振り分けに当たっては、分

散に着目する。 

 

案３ Ａ～Ｄランクそれぞれの適用労働者数が概ね同じ（約 25％ずつ）になるになるよ

うに振り分ける。 

 

案４ 指数の差が比較的大きいところに着目しつつ、適用労働者数を、Ａ:Ｂ:Ｃ:Ｄ=３:

３:２:２に近い割合にするほか、特にＡランクの振り分けの際に、直近の地域別最

低賃金額も考慮し、ランク間の逆転現象が生じることのないように配慮する。 

 

案５－１ 指数の差が比較的大きいところに着目しつつ、適用労働者数をＡ:Ｂ:Ｃ:Ｄ=

４:２:２:２に近い割合になるように振り分ける。 

※２ Ａランクの適用労働者数を４割程度としたのは、現在Ａランクの適用労働者数

が 45％であることを踏まえ、現在より少なくする一方、大きく変動させないため

の配慮 

※３ 最低賃金額の逆転現象への配慮はできない（愛知・埼玉） 

 

案５－２ 適用労働者数をＡ:Ｂ:Ｃ:Ｄ=４:２:２:２に近い割合とする。 

※２、※３と同様 
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【３ランクの場合】 

案６ 指数の差が比較的大きいところに着目する。 

 

案７ 指数の差が比較的大きいところに着目しつつ、ランク間の逆転現象が生じること

のない（Ａランクで一番低い最賃額が、Ｂランク以下で一番高い最賃額を下回らな

い）ように振り分ける。 

 

案８ Ａ～Ｃランクそれぞれの適用労働者数が概ね同じ（約 33％ずつ）になるになるよ

うに振り分ける。 

 

案９ 適用労働者数をＡ:Ｂ:Ｃ=３：3.5：3.5 に近い割合になるように振り分ける。また、

総合指数の差も一定程度考慮して区分する。 

 

案 10 適用労働者数をＡ:Ｂ:Ｃ=４：３：３に近い割合になるように振り分ける。また、

総合指数の差が比較的大きいところで区分する。 

  ※２と同様 

 

案 11-1 適用労働者数をＡ:Ｂ:Ｃ＝３：６：１に近い割合にする。また、直近の最低賃

金額も考慮しながら、総合指数の差も一定程度考慮して区分する。 

 

案 11-2 適用労働者数をＡ:Ｂ:Ｃ＝４：５：１に近い割合にする。また、直近の最低賃

金額も考慮しながら、総合指数の差が比較的大きいところで区分する。 

 

案 11-3 適用労働者数をＡ:Ｂ:Ｃ＝３：５：２に近い割合にする。また、直近の最低賃

金額も考慮しながら、総合指数の差も一定程度考慮して区分する。 

 

案 12-1 適用労働者数をＡ:Ｂ:Ｃ＝５：４：１に近い割合にする。また、直近の最低賃

金額も考慮しながら、総合指数の差が比較的大きいところで区分する。 

 

案 12-2 適用労働者数をＡ:Ｂ:Ｃ＝６：３：１に近い割合にする。また、直近の最低賃

金額も考慮しながら、総合指数の差が比較的大きいところで区分する。 
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案1-1 案1-2 案2-1 案2-2 案2-3 案3 案4 案5-1 案5-2 現行（注）

Ａランク 4 4 8 8 8 2 3 4 5 6

Ｂランク 14 17 15 20 17 5 10 9 8 11

Ｃランク 14 11 9 14 9 16 14 14 13 14

Ｄランク 15 15 15 5 13 24 20 20 21 16

Ａランク 36.9% 36.9% 51.0% 51.0% 51.0% 22.4% 30.2% 36.9% 40.6% 45.2%

Ｂランク 30.4% 36.0% 24.0% 32.6% 25.7% 26.6% 30.2% 23.5% 19.8% 20.4%

Ｃランク 20.6% 15.0% 13.0% 11.9% 12.7% 25.9% 21.8% 21.8% 17.9% 21.0%

Ｄランク 12.1% 12.1% 12.1% 4.4% 10.6% 25.0% 17.9% 17.9% 21.7% 13.5%

Ａランク 13.6 13.6 18.8 18.8 18.8 10.8 13.4 13.6 16.3 19.0

Ｂランク 5.1 5.6 3.4 4.7 3.9 4.9 6.2 3.5 1.9 3.1

Ｃランク 4.4 3.4 2.9 4.4 3.8 3.9 2.9 2.9 2.8 3.5

Ｄランク 4.9 4.9 4.9 1.3 4.0 8.4 7.6 7.6 8.3 7.6

Ａランク 30.9 30.9 33.4 33.4 33.4 29.3 33.8 30.9 32.2 43.0

Ｂランク 1.9 2.3 1.2 2.1 1.6 4.3 3.5 1.2 0.4 1.3

Ｃランク 2.0 1.4 1.2 1.9 1.7 1.4 0.9 0.9 0.9 1.4

Ｄランク 2.1 2.1 2.1 0.2 1.6 7.0 4.5 4.5 5.3 3.4

Ａ・Ｂ間 2.7 2.7 0.5 0.5 0.5 2.6 0.1 2.7 1.6 1.4

Ｂ・Ｃ間 0.2 0.7 0.4 0.7 0.1 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4

Ｃ・Ｄ間 0.6 0.6 0.6 1.3 0.6 0.4 0.7 0.7 0.0 1.9

最高額 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072

最低額 986 986 960 960 960 1,071 1,023 986 984 984

最高額 987 987 944 944 944 1,023 987 987 987 968

最低額 883 878 878 878 878 960 908 908 908 898

最高額 920 920 920 890 920 968 933 933 933 920

最低額 855 855 855 853 853 878 878 878 878 855

最高額 857 857 857 853 854 920 910 910 920 858

最低額 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853

Ａランク 86 86 112 112 112 1 49 86 88 88

Ｂランク 104 109 66 66 66 63 79 79 79 70

Ｃランク 65 65 65 37 67 90 55 55 55 65

Ｄランク 4 4 4 0 1 67 57 57 67 5

(注）「現行」欄の総合指数に係る数値は、現行のランク決定時に用いた総合指数によるもの。

案6 案7 案8 案9 案10 案11-1 案11-2 案11-3 案12-1 案12-2

Ａランク 4 8 3 3 4 3 4 3 8 13

Ｂランク 25 21 15 12 17 29 28 26 24 19

Ｃランク 18 18 29 32 26 15 15 18 15 15

Ａランク 36.9% 51.0% 30.2% 30.2% 36.9% 30.2% 36.9% 30.2% 51.0% 60.4%

Ｂランク 47.3% 33.1% 37.1% 33.3% 36.0% 57.7% 51.1% 53.9% 36.9% 27.5%

Ｃランク 15.9% 15.9% 32.7% 36.5% 27.1% 12.1% 12.1% 15.9% 12.1% 12.1%

Ａランク 13.6 18.8 13.4 13.4 13.6 13.4 13.6 13.4 18.8 19.8

Ｂランク 8.3 5.3 7.8 7.0 5.6 12.4 9.7 11.0 6.7 5.6

Ｃランク 6.2 6.2 10.0 10.4 8.9 4.9 4.9 6.2 4.9 4.9

Ａランク 30.9 33.4 33.8 33.8 30.9 33.8 30.9 33.8 33.4 28.8

Ｂランク 4.1 2.4 4.0 3.6 2.3 7.7 5.8 6.0 3.9 2.7

Ｃランク 3.3 3.3 9.6 10.8 7.9 2.1 2.1 3.3 2.1 2.1

Ａ・Ｂ間 2.7 0.5 0.1 0.1 2.7 0.1 2.7 0.1 0.5 0.6

Ｂ・Ｃ間 0.8 0.8 0.2 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6

最高額 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072

最低額 986 960 1,023 1,023 986 1,023 986 1,023 960 908

最高額 987 944 987 987 987 987 987 987 944 933

最低額 855 855 883 895 878 855 855 855 855 855

最高額 890 890 920 933 920 857 857 890 857 857

最低額 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853

Ａランク 86 112 49 49 86 49 86 49 112 164

Ｂランク 132 89 104 92 109 132 132 132 89 78

Ｃランク 37 37 67 80 67 4 4 37 4 4

最高額－最低額

令
和
４
年
度
最
低
賃
金
額

都道府県数

都道府県数

適用労働者数比率

最大値－最小値

分散

境界における差

Ａランク

総
合
指
数

最高額－最低額

各振り分け案の比較

適用労働者数比率

総
合
指
数

最大値－最小値

分散

境界における差

令
和
４
年
度
最
低
賃
金
額

Ａランク

Ｂランク

Ｃランク

Ｂランク

Ｃランク

Ｄランク

6




